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	ホーム
	お探しの記事は見つかりませんでした。


 Pdf Saibanin01 Pdf に何も見つかりません




日経ヘルスケア 2024年3月号「仕事を辞めてでも被災地に駆け付けたい！ 職員の思いにどう対応すればいい？ 」

2024年3月13日



















　弊社コンサルタントの服部英治が「医療・介護経営者のための人事・労務入門」という連載を行っております、日経ヘルスケアの2024年3月号が発売になりました。今月は「仕事を辞めてでも被災地に駆け付けたい！ 職員の思いにどう対応すればいい？ 」というタイトルでボランティア休暇制度に関する説明をしています。

  なお、今回の記事で注意する３つのポイントは以下のとおりです。詳細は是非、誌面でご覧下さい。

　ボランティア休暇の運用ルールは規定で明示する
　検討すべきルールは多岐にわたる
　長期ボランティアの意向には「休職」制度も用意



参考リンク
日経ヘルスケア
http://medical.nikkeibp.co.jp/all/info/mag/nhc/


(海田祐美子）





	執筆

	弊社からのお知らせ


労務ドットコム編集部








国会に提出された改正育児・介護休業法等の法案内容

2024年3月13日





　異次元の少子化対策として、国をあげてさまざまな施策が打ち出されていますが、育児・介護休業法の改正についても、その施策の一つとしてあげられます。これまでも少子化対策として多くの改正が行われてきましたが、今回、男女ともに仕事と育児の両立がはかれるようにするための以下の改正が盛り込まれた育児・介護休業法等の改正法案が昨日（3月12日）、国会に提出されました。



1.子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充
①３歳以上の小学校就学前の子を養育する労働者に関し、事業主が職場のニーズを把握した上で、柔軟な働き方を実現するための措置を講じ（※）、労働者が選択して利用できるようにすることを義務付ける。また、この措置の個別の周知・意向確認を義務付ける。
※ 始業時刻等の変更、テレワーク、短時間勤務、新たな休暇の付与、その他働きながら子を養育しやすくするための措置のうち事業主が２つを選択

② 所定外労働の制限 (残業免除) の対象となる労働者の範囲を、小学校就学前の子 (現行は３歳になるまでの子) を養育する労働者に拡大する。

③ 子の看護休暇を子の行事参加等の場合も取得可能とし、対象となる子の範囲を小学校３年生（現行は小学校就学前）まで拡大するとともに、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 3歳になるまでの子を養育する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。

⑤ 妊娠・出産の申出時や子が３歳になる前に、労働者の仕事と育児の両立に関する個別の意向の聴取・配慮を事業主に義務付ける。

2.育児休業の取得状況の公表義務の拡大や次世代育成支援対策の推進・強化 
① 育児休業の取得状況の公表義務の対象を、常時雇用する労働者数が300人超（現行1,000人超）の事業主に拡大する。

② 次世代育成支援対策推進法に基づく行動計画策定時に、育児休業の取得状況等に係る状況把握･数値目標の設定を事業主に義務付ける。

③ 次世代育成支援対策推進法の有効期限（現行は2025年3月31日まで）を2035年3月31日まで、10年間延長する。

3.介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度の強化等
① 労働者が家族の介護に直面した旨を申し出た時に、両立支援制度等について個別の周知・意向確認を行うことを事業主に義務付ける。

② 労働者等への両立支援制度等に関する早期の情報提供や、雇用環境の整備（労働者への研修等）を事業主に義務付ける。

③ 介護休暇について、勤続6ヶ月未満の労働者を労使協定に基づき除外する仕組みを廃止する。

④ 家族を介護する労働者に関し事業主が講ずる措置（努力義務）の内容に、テレワークを追加する。



　改正法案には、育児・介護休業法の他、次世代育成支援対策推進法も盛り込まれており、大部分の施行日は2025年4月1日が予定されています。成立したときには、就業規則（育児・介護休業規程）の変更も必要になるため、その動向を注視する必要があります。　



参考リンク
厚生労働省「第213回国会（令和6年常会）提出法律案」
https://www.mhlw.go.jp/stf/topics/bukyoku/soumu/houritu/213.html
（宮武貴美）





	人事労務最新情報
	出産・育児
	雇用均等・育児介護

	人事労務最新情報


労務ドットコム編集部








有期雇用労働者の育児休業や介護休業について（2024年1月版）

2024年3月13日




タイトル：有期雇用労働者の育児休業や介護休業について（2024年1月版）

発行者：厚生労働省

発行時期：2024年1月

ページ数：4ページ

概要：育児休業・産後パパ育休・介護休業を取得できる有期雇用労働者の範囲をわかりやすく解説したリーフレット

Downloadはこちらから(1.2MB）

https://roumu.com/pdf/2024031361.pdf



参考リンク

厚生労働省「育児休業や介護休業をすることができる有期雇用労働者について」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/000103533_00001.html

(海田祐美子)





	育児・介護
	リーフレット
	雇用均等・育児介護

	リーフレット


労務ドットコム編集部








中部経済新聞 連載記事 2024年3月13日(水)-少人数でも押さえたい労務管理の勘所（オピニオン）

2024年3月13日




2023年6月より、中部経済新聞にて「少人数でも押さえたい労務管理の勘所」と題したコラムを毎週水曜日に連載させていただいています。

こちらのコラムでは、従業員規模が少人数である企業であっても、企業規模を問わずに押さえておきたい、労務管理の勘所となるテーマについて、社会保険労務士法人名南経営のメンバーがリレー形式で寄稿をしています。

今週公開の最新記事は以下のとおりです。

（１）掲載日　2024年3月13日（水）

（２）テーマ　労働条件通知書の法令改正対応

（３）執筆者　社会保険労務士法人名南経営　社会保険労務士　福間みゆき

みなさん、是非ご覧ください。（海田祐美子）

■新聞のご購読はこちら

中部経済新聞社「中部経済新聞 新聞購読申込」

http://www.chukei-news.co.jp/subscribe/





	執筆



労務ドットコム編集部








労働者派遣法の実務

2024年3月12日




タイトル：労働者派遣法の実務

発行者：大分労働局

発行時期：2023年2月

ページ数：74ページ

概要：派遣元事業主に向けた、労働者派遣法の実務をまとめたパンフレット

Downloadはこちらから(3.3MB）

https://roumu.com/pdf/2024031261.pdf



参考リンク

大分労働局「労働者派遣事業」

https://jsite.mhlw.go.jp/oita-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/roudousha_haken.html

（海田祐美子）





	労働者派遣法
	リーフレット
	雇用

	リーフレット


労務ドットコム編集部








76.6％の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想

2024年3月12日





　3月に入って採用広報が解禁となり、企業が学生に直接的な連絡などのアプローチが行えるようになりました。採用担当者にとっての本格的な繁忙期がスタートしましたが、今年は特に、説明会の予約などの状況が思わしくないなど、母集団形成に苦戦しているという声が頻繁に聞かれます。

　そこで今回は、加熱する2025年卒の新卒採用の実態についてまとめられた「マイナビ 2025年卒企業新卒採用予定調査」の結果を見てみることにしましょう。（調査期間：2024年2月1日～2月14日、調査方法：マイナビ メールマガジンにて案内、有効回答数：1,842社）

　この調査によれば、25年卒の採用予定数は文理ともに「前年並み」が増加。これまで2年連続で採用数を「増やす」と回答する企業が増加していましたが、25年卒は前年比減（文系：前年比4.4pt減、理系：前年比4.7pt減）に転じています。マイナビはこの状況について、「採用充足率が年々低くなるなか、採用予定目標数はこれ以上増やせない状態まで達しているのではないか」と解説しています。

　また、採用環境の見通しについては「厳しくなる」と回答した企業は76.6％（「非常に厳しくなる（22.8％）」+「厳しくなる（53.8％）」）に上り、採用に苦戦すると考える企業がさらに増えているという結果が出ています。
　同調査では、「少子化によって減少している新卒学生に、人手不足を背景に多くの企業がアプローチしあう図式になっている」ことが指摘されており、新卒採用の目的も『将来の幹部候補・コア人材の確保』から、増加する転職者などの欠員を補うなど『目下の人手不足解消のため』へと変化の兆しが見られるようになっている」ということです。
　
　このように、2025年卒の新卒採用がこれまでにない厳しさとなることは間違いなさそうですが、新卒採用者の初任給・基本給については、50％近い企業ですでに引上げが行われており、また上場企業の約半数が、さらなる引き上げを検討しているという結果も出ています。

　こうした構造的な人員不足・賃上げの潮流の中では、いくら目前の採用活動に力を入れたとしても焼け石に水といった状況になりかねません。今後多くの企業が、自社の全体的な人事戦略を素早く見直していく必要に迫られることになりそうです。



参考リンク
マイナビ「2025年卒企業新卒採用予定調査」(2024/2/26)
https://career-research.mynavi.jp/reserch/20240226_70910/

(菊地利永子)





	人事労務最新情報
	雇用
	雇用

	人事労務最新情報


労務ドットコム編集部








厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します

2024年3月11日





タイトル：厚生労働省編職業分類の改定により職業安定業務統計を用いた一般賃金は令和7年度適用分から新分類を使用します
発行者：厚生労働省
発行時期：2024年2月
ページ数：1ページ
概要：厚生労働省編職業分類の改定により、職業安定業務統計を用いた一般賃金は2025年（令和7年）度適用分から新分類を使用することを周知するリーフレット

Downloadはこちらから(169KB）
https://roumu.com/pdf/2024031162.pdf



参考リンク
厚生労働省「派遣労働者の同一労働同一賃金について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

(海田祐美子)





	労働者派遣法
	リーフレット
	雇用

	リーフレット


労務ドットコム編集部








国税庁から公開された定額減税の解説動画

2024年3月11日





　2024年6月の給与等から行うことが見込まれる定額減税については、これまでも国税庁から順次情報が公開されています。公開された情報に基づき、また、説明会等に参加することで準備を進めることになりますが、先日、新たに定額減税に係る源泉徴収事務に関する動画が公開されました。

　動画は、所得税の定額減税に係る源泉徴収事務について説明している全編（28:52）を一括再生するほか、以下の項目ごとに見ることもできます。

1.定額減税の概要（02:50）
2.月次減税事務（16:38）
3.年調減税事務（07:54）
4.定額減税特設サイト・チャットボット（ふたば）のご案内（0:52）

　事前に従業員に案内をした方がよい事項もあるかと思いますので、このような動画をみることで事前準備を進めたいものです。

↓「令和６年分所得税の定額減税に係る源泉徴収事務（全編一括再生）」はこちら
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm



関連記事
2024年3月4日「給与支払者向けの定額減税説明会 全国で開催」
https://roumu.com/archives/121125.html
2024年2月21日「6月給与からの定額減税に対応する各種様式案が公開」
https://roumu.com/archives/120980.html
2024年2月8日「住民税の定額減税は6月の特別徴収せず、7月からは11分の1の額を給与から控除」
https://roumu.com/archives/120830.html
2024年2月7日「6月給与計算から対応が必要となる所得税の定額減税Q&Aが公開」
https://roumu.com/archives/120815.html
2024年2月1日「6月からの給与計算の所得税にかかる定額減税 パンフレット公開」
https://roumu.com/archives/120722.html
2024年1月31日「給与等の源泉徴収事務に係る令和６年分所得税の定額減税のしかた」
https://roumu.com/archives/120725.html
2024年1月22日「6月支給分以降の給与計算への影響大！所得税の定額減税の概要公開」
https://roumu.com/archives/120610.html
参考リンク
国税庁「定額減税に係る源泉徴収事務（動画）」
https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/douga.htm
（宮武貴美）
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両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース）支給申請の手引き（2024年1月版）

2024年3月8日




タイトル：両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース）支給申請の手引き（2024年1月版）

発行者：厚生労働省

発行時期：2024年1月

ページ数：62ページ

概要：2024年１月から、育児休業や育児短時間勤務を取得・利用する方の業務を代替する体制整備に対する支援を強化するために新設された、両立支援等助成金「育休中等業務代替支援コース」の支給申請手引き

Downloadはこちらから(3.4MB）

https://roumu.com/pdf/2024030861.pdf



参考リンク

厚生労働省「事業主の方への給付金のご案内」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html

（海田祐美子）
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雇用保険の適用事業所に届く「雇用保険被保険者数お知らせはがき」に関するFAQ

2024年3月8日





　厚生労働省は、今年度も雇用保険の各適用事業所の被保険者数等を掲載した「雇用保険被保険者数お知らせはがき」を発送しています。

　このはがきに掲載されている雇用保険の被保険者数は、送付先事業所の2023年11月末時点のものになっています。このほか、はがきを確認すると疑義が生じる可能性がある以下のような事項について、回答が掲載されています。

　届いたはがきを見て疑義があるようであれば、内容を確認してみましょう。



Q１：「雇用保険被保険者数お知らせはがき」とはどのようなものですか。
Q２：事業所を管轄しているハローワークはどこで確認できますか。
Q３：はがきに記載されている令和５年11月末時点の被保険者数とマイナンバー登録者数が違っているのはなぜですか。何か手続漏れがあるのでしょうか。
Q４：記載されている被保険者数とマイナンバー登録者数が一致していない場合は何か手続きが必要なのでしょうか。
Q５：マイナンバーの登録は必ずしなければならないのですか。
Q６：法人番号の登録は必ずしなければならないのですか。
Q７：はがきに記載されている令和５年11月末時点の被保険者数（または被保険者数とマイナンバー登録者数）が違っており、手続状況を確認したいのですが、どうすればいいですか。
Q８：代理人がはがきで確認を行う場合、委任状等に押印は必要ですか。
Q９：確認を行う際の本人確認書類はどのようなものが該当しますか。写しでも良いですか。
Q10：郵送で確認したい場合、返信用封筒のサイズ及び添付切手金額を教えてください。
Q11：被保険者数が正しい場合はどうしたらいいですか。はがきの返送の必要はありますか。また、破棄していいですか。
Q12：既に廃止したはずの事業所のはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q13：心当たりのない事業所あてのはがきが届いたのですが、どうすればいいでしょうか。
Q14：はがきに印刷されている名称（住所）が違うので修正してほしいです。
Q15：届出漏れが判明したのですが、遡って手続をすることはできますか。
Q16：マイナンバーの登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q17：マイナンバーをハローワークに登録すると、マイナポータルでどんな情報を確認することができますか。
Q18：法人番号の登録をするにはどのような手続や資料が必要ですか。
Q19：令和５年11月30日現在の被保険者数には、11月30日以前に会社を辞めたが、その届出を11月30日より後に行った者の数が含まれていますか。
Q20：はがきの被保険者数には、64歳以上の高年齢労働者の数が含まれていますか。
Q21：社会保険労務士や労働保険事務組合に手続を任せているが、何か届出は必要ですか。
Q22：はがきにある令和６年度の雇用保険料率については、今（令和５年度）と変わるのでしょうか。
Q23：はがきを紛失・破損等してしまったのですが、再発行できないでしょうか。
↓「雇用保険被保険者数お知らせはがき（令和６年３月送付分）に関するFAQ」はこちら
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html



参考リンク
厚生労働省「雇用保険被保険者数お知らせはがき（令和６年３月送付分）に関するFAQ」
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00050.html
（宮武貴美）
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